[bookmark: _Hlk150945682]雇 用 契 約 書

第１条　株式会社○○○○（以下、「甲」という。）は、以下の条件のもと、○○（以下、「乙」という。）からの労務の提供を受け、乙に対して賃金を支払う。なお、説明を受けた箇所については、□に乙がチェックをつけることとする。

１．契約期間および雇用区分
□ 期間の定めなし　労務提供開始日　　　　年　　月　　日
	（□ 正社員　　□ 無期契約パート・アルバイト）

[bookmark: _Hlk150945945]　□ 期間の定めあり　□ パート・アルバイト
① 契約期間　　：　　　　年　　月　　日　から　　　　　年　　月　　日　まで
➁ 更新の有無　　　□ あり　　□ なし
➂ 更新の基準　：　　就業規則の定めのとおり
➃ 更新をした場合の通算期間の上限　　：　　　年　
□ 今回の更新により無期転換申込権が発生します。契約期間満了までに、無期転換の申込をした場合、この契約期間が満了した日後の契約については、契約期間が無期となります。
なお、その場合の契約期間以外の労働条件は、本契約と同じです。

２．就業の場所　（□ 異動あり　　□ 異動なし）	Comment by HRbase: 異動ありの場合は、「雇入れ直後の就業場所」と、「変更のある異動範囲」の2点を記入してください。
　　□ 
　　□ 
　　□ その他甲が指示する事業場

３．従事する業務の内容　	Comment by HRbase: 従事する業務の変更を予定している場合は、「雇入れ直後の業務」と「変更のある業務の範囲」の2点を記入してください。
（□ 従事する業務の変更を予定している　　□ 従事している業務の変更を予定していない）
　　□ 
　　□ 
　　□ 
□ 
　　□ その他（上記に付随する業務のうち、甲が命じたもの）

４．就業の時間　
　　変形労働時間制　　□ なし　　□ あり（詳細は就業規則および労使協定書に定めるとおり）
　　勤務日数　　　　　□ 　　日／週　　□ 　　日／月　
　　勤務日及び休日　　□ シフト（会社カレンダー）による
　　　　　　　　　　　□ 土曜日、日曜日および国民の休日を除く日（以下、「平日」という）
　　月所定労働時間　　□ 　　　時間
　　勤務時間　　　　　□ シフトによる　　□ 　　時　　分　から　　　時　　分　まで
　　所定時間外勤務　　□ あり　　　時間程度／月　　□ なし
　　休憩　　　　　　　□ あり　　　分／日　　　　　□ なし

５．休暇　就業規則に定めるとおりとする。

６．賃金
　　（１）基本賃金　　□ 月給　　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　□ 日給　　　　　　　　　円
　　　　　　　　　　　□ 時給　　　　　　　　　円

　　（２）通勤手当　　□ あり（就業規則に定める算定式に従い支給する）　　□ なし

　　（３）時間外、深夜および法定休日の勤務に対する賃金等：就業規則に定めるとおり支給する

　　（４）手当　　　　　　：　就業規則に定めるとおり支給する

　　（５）賃金締日　　　　：　毎月　○○日
　　
（６）賃金支払日　　　：（当・翌）月　○○日

（７）賃金の支払方法　：　原則として、以下に乙が記入する銀行口座への振込とするが、最終賃金については手渡しとする。　

乙が希望する銀行口座　（□ 下記は乙の加筆による）
	銀行名
	

	支店名
	
	口座の種別
	

	口座名義人
	

	口座番号
	


　　
（８）昇　給　□ あり（就業規則に定めるとおり）　□ なし
　　　　　　　　　　　　　
　　（９）労使協定に基づく賃金支払時の控除　：　なし

　　（10）賞　与　□ あり（支給額、支給要件および支給日等詳細は就業規則に定めるとおり）
□ なし

　　（11）退職金　□ あり（支給額、支給要件および支給日等詳細は就業規則に定めるとおり）
□ なし

　　（12）相談窓口　　例１　社内に窓口ある場合　　○○課　○○
例２　社外に設けた場合　　　○○社労士事務所　○○さん
連絡先　（　　　　）　　　－　　　）　

７．退職について
　　（１）定年制　　　　　□ あり（主任以上　65歳、左記以外　60歳）　　□ なし

　　（２）継続雇用制度　　□ あり（詳細な条件は就業規則に定めるとおり）

　　（３）自己都合退職の手続き　：　就業規則に定めるとおり

　　（４）解雇の事由及び手続き　：　就業規則に定めるとおり

８．試用期間　□ あり（　か月）
（試用期間中の賃金額　　　　　　円、その他の労働条件は就業規則に定めるとおり）
□ なし

９．社会保険の加入について
雇用保険：□ 加入　　社会保険：□ 加入　　その他○○

第２条　乙は、機密情報の取扱いについては、就業規則の定めにしたがった取扱いをしなければならない。
　
第３条　乙は、顧客等の個人情報については、就業規則の定めにしたがった取扱いを行うだけでなく、個人情報の保護に関する法律の趣旨に沿った取扱いをしなければならない。

第４条　乙は、就業規則の定めに従い、甲の求めに応じ、個人番号を甲に提供する。
　
第５条　前条までの定め以外の項目については、就業規則による。就業規則の定めがない事項については、甲乙間の協議により決定する。

第６条　第１条に定める労働条件については、甲乙間の合意により変更をすることがある。

第７条　本契約について甲乙間で争いが生じた際は、甲および乙は誠意をもって協議に応ずる。

第８条　本契約に関連して甲乙間に生じる一切の紛争は、○○地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
以上

　以上のとおり本契約が成立したことを証するため、本書２通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各自１通を保有する。

　　　　年　　月　　日
【甲】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【乙】
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　
